
公立高等学校の教育環境の充実等に関する意見書

少子高齢化による人口減少は我が国にとって重大な問題である。就

学年齢の子供の減少による地方都市での学校統廃合は、過疎化の進行

の一因ともなり、地域の存続にも関わる問題となっている。

私立高等学校は特に都市部に多いため、過疎地域では教育を公立高

等学校が支えているケースが多く、なくてはならない教育機関となっ

ている。

そのような中、子育て世代の教育費負担軽減のため、令和８年度か

らいわゆる高校無償化の本格実施が国において検討されているところ

であるが、これにより多くの生徒にとって私立高等学校への進学がよ

り有力な選択肢となり、公立高等学校離れにつながる可能性が危惧さ

れている。

また、府立高等学校は、築後５０年を超える施設が半数以上を占め

るなど老朽化対策に追われている状況にあり、今日では当然ともいえ

るトイレの洋式化や体育館空調設備の整備も私立高等学校と比較する

と遅れをとっている。

さらに、公立高等学校の特色化・魅力化をより一層進めるためのス

ポーツ、文化、ＩＣＴに関わる施設の整備や人材の充実、今後の更な

るグローバル人材育成のための海外留学支援制度の一層の充実なども

必要な状況である。

我が国で学ぶ全ての子供たちについて、家庭環境や地域環境の違い

による教育格差を生じさせてはならない。現実に生じている格差の縮

減は公の責任であり、子供たちがそれぞれの希望に沿った質の高い教

育を選択できるようにするためには、地域の特色を活かした魅力ある

学校づくりと、それにつながる新しい時代にふさわしい教育環境の整

備が不可欠である。

こうした課題は、全国でも共通するものであり、公立高等学校がよ

り一層幅広く質の高い教育活動を展開する拠点となり、また持続的な

地方創生の核として機能していくためにも、国におかれては、以下の

対策について、公立高等学校への支援の抜本的な拡充を図ることを強

く要望する。



１ 特色化・魅力化の推進及び安全・安心な環境の構築に欠かせない、

学校施設や設備の新設・改良・更新

２ 全ての生徒の可能性を引き出す個別最適な学びの提供と協働的な

学びの実現に向けたＩＣＴ教育環境の整備促進

３ 多様な文化や価値観に触れ、広い視野で自ら課題に挑戦できるグ

ローバル人材の育成に向けた留学支援制度の充実

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。
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